未登記家屋の所有者変更届（添付書類）
（ 相続用 ） 別　紙 

変更の原因が「相続」の場合

　１　遺産分割協議の場合（添付した書類にレ点を付けること。）
	
	【必須】遺産分割協議書（写し可）
　※作成されていない場合は「同意書（未登記家屋に係る相続用）」

	
	【必須】相続人全員の印鑑登録証明書（写し可）

	
	【必須】法定相続情報一覧図の写し（法務局の認証文がついたもの）（写し可）

	
	※東金市に住所を有さない場合は必須
当該家屋を相続する相続人の住民票の写し（写し可）

	
	※上記の法定相続情報一覧図の写しを添付しない場合は必須（次の⑴及び⑵の両方）
⑴　被相続人の死亡の事実が記録されている
戸籍謄本 若しくは 抄本 又は 除籍謄本 若しくは 抄本（いずれも写し可）
※おおむね、被相続人が13歳頃以前に編製された戸籍又は除籍から
現在の戸籍又は除籍を間断なく。
⑵　被相続人の死亡後発行された
相続人全員の 戸籍謄本 又は 抄本（いずれも写し可）

	
	※固定資産課税台帳に記載された被相続人の住所が本籍及び上記の法定相続情報一覧図の写しに記載された住所のいずれにも一致しない場合は必須
被相続人の 戸籍の附票の写し 又は 除かれた住民票の写し（いずれも写し可）

	
	※未成年者のために特別代理人が選任された場合は必須
特別代理人の 資格証明書 及び 印鑑登録証明書（いずれも写し可）



　２　公正証書遺言の場合（添付した書類にレ点を付けること。）
	
	【必須】公正証書遺言書（写し可）

	
	【必須】法定相続情報一覧図の写し（法務局の認証文がついたもの）（写し可）

	
	※東金市に住所を有さない場合は必須
当該家屋を相続する相続人の住民票の写し（写し可）

	
	※上記の法定相続情報一覧図の写しを添付しない場合は必須（次の⑴及び⑵の両方）
⑴　被相続人の死亡の事実が記録されている
戸籍謄本 若しくは 抄本 又は 除籍謄本 若しくは 抄本（いずれも写し可）
⑵　被相続人の死亡後発行された
相続人全員の 戸籍謄本 又は 抄本（いずれも写し可）

	
	※固定資産課税台帳に記載された被相続人の住所が本籍及び上記の法定相続情報一覧図の写しに記載された住所のいずれにも一致しない場合は必須
被相続人の 戸籍の附票の写し 又は 除かれた住民票の写し（いずれも写し可）



　３　自筆証書遺言の場合（添付した書類にレ点を付けること。）
	
	【必須】自筆証書遺言書（写し可）　※家庭裁判所での検認手続きを経たもの

	
	【必須】法定相続情報一覧図の写し（法務局の認証文がついたもの）（写し可）

	
	※東金市に住所を有さない場合は必須
当該家屋を相続する相続人の住民票の写し（写し可）

	
	※上記の法定相続情報一覧図の写しを添付しない場合は必須（次の⑴から⑶まで）
⑴　被相続人の死亡の事実が記録されている
戸籍謄本 若しくは 抄本 又は 除籍謄本 若しくは 抄本（いずれも写し可）
※おおむね、被相続人が１３歳頃以前に編製された戸籍又は除籍から
現在の戸籍又は除籍を間断なく。
⑵　被相続人の死亡後発行された
相続人全員の 戸籍謄本 又は 抄本（いずれも写し可）
⑶　先順位の相続人がいないことを証する戸籍謄本 及び除籍謄本（いずれも写し可）※相続人が第１順位者以外の者である場合に限る。

	
	※固定資産課税台帳に記載された被相続人の住所が本籍及び上記の法定相続情報一覧図の写しに記載された住所のいずれにも一致しない場合は必須
被相続人の 戸籍の附票の写し 又は 除かれた住民票の写し（いずれも写し可）




４　法定相続の場合（添付した書類にレ点を付けること。）
	
	【必須】法定相続情報一覧図の写し（法務局の認証文がついたもの）（写し可）

	
	※東金市に住所を有さない場合は必須
当該家屋を相続する相続人の住民票の写し（写し可）

	
	※上記の法定相続情報一覧図の写しを添付しない場合は必須（次の⑴及び⑵の両方）
⑴　被相続人の死亡の事実が記録されている
戸籍謄本 若しくは 抄本 又は 除籍謄本 若しくは 抄本（いずれも写し可）
※おおむね、被相続人が１３歳頃以前に編製された戸籍又は除籍から
現在の戸籍又は除籍を間断なく。
⑵　被相続人の死亡後発行された
相続人全員の 戸籍謄本 又は 抄本（いずれも写し可）

	
	※固定資産課税台帳に記載された被相続人の住所が本籍及び上記の法定相続情報一覧図の写しに記載された住所のいずれにも一致しない場合は必須
被相続人の 戸籍の附票の写し 又は 除かれた住民票の写し（いずれも写し可）




（相続以外用） 別　紙 


１　変更の原因が「売買」の場合 （添付した書類にレ点を付けること。）
	
	【必須】売買契約の成立を証する書類（写し可）
※作成されていない場合は「譲渡証明書（未登記家屋に係る売買又は贈与用）」

	
	【必須】旧所有者の印鑑登録証明書（写し可）
※旧所有者の印鑑証明書（個人の場合は市区町村長が発行したもの、法人の場合は登記所の作成したもの）

	
	※東金市に住所を有さない場合は必須
新所有者の住民票の写し（写し可）
※法人にあっては登記事項証明書（写し可）




２　変更の原因が「贈与」の場合（添付した書類にレ点を付けること。）
	
	【必須】贈与契約の成立を証する書類（写し可）
※作成されていない場合は「譲渡証明書（未登記家屋に係る売買又は贈与用）」

	
	【必須】旧所有者の印鑑登録証明書（写し可）
※旧所有者の印鑑証明書（個人の場合は市区町村長が発行したもの、法人の場合は登記所の作成したもの）

	
	※東金市に住所を有さない場合は必須
新所有者の住民票の写し（写し可）
※法人にあっては登記事項証明書（写し可）



３　変更の原因が「相続」、「売買」及び「贈与」以外の場合

　　変更の原因　　　　　　　　（添付した書類にレ点を付けること。）
	
	

	
	

	
	

	
	


　　注　上記の「変更の原因」は、不動産登記の例により記入すること。
